
【参考】

申出者（実務取扱者） 墨田区 区作業期間（参考）

申出書提出 申出書審査

申出書受理及び担当者決定

打合せ日時調整 約 1 ～２週間

打合せ日時決定 資料収集

現地測量　※２

基準点成果提出（点検結果等） 基準点成果点検 約 1 週間

※基準点精度が悪い場合、再測や再計算をお願
   いすることがあります。

現地標示点検成果、検討図提出 現地標示点検成果、検討図点検

立会日時調整 約 2 週間

立会日時決定 線形決定

※立会の範囲は担当者にご確認ください。

下図提出 下図点検

原図等作成

署名・押印

原図等提出 事案決定処理（決裁）

通知書

土地境界確定通知書受領（完了） 土地境界確定通知書発行
受領書

窓口交付準備作業 約 1 週間

窓口交付開始

＜注意事項＞

・上記期間には、申出者（実務取扱者）様が行う測量等の期間は含まれておりません。

・現場条件等により上記期間は変動する場合がありますので、余裕のある期間設定をお願いいたします。

※１　打合せ及び資料提供時に境界確定の方向性（点検する基準点、境界図等）を決定いたします。

　　　申出書の提出書類に現況測量図等は必要ありませんので、境界確定における測量等はなるべく

　　　打合せ及び資料提供後にお願いいたします。

※２　基準点の点検は間接視準ではなく、直接視準にてお願いいたします。

約 2 週間

打合せ及び資料提供（墨田区役所にて）　※１

現地立会い（立会いの委任可（別途、委任状提出））

約 1 週間

土地境界確定の流れ


